
 

インボイス発行事業者の登録を受けた方へ 

 

インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が 

１，０００万 円以下であっても、消費税の確定申告が必要です。そのため消費税

の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始された令和５

年１０月１日か ら 同 年１２月３１日までの間において、インボイス発行事業者の

登録を受けた場合、令和５年分の消費税の確定申告が必要となります。ご自身の申

告をご確認ください。 

● 行 事 予 定 ● 

常 任 理 事 会  ４月 ３日(水) 午後１時３０分より 

会 費 引 落 日  ４月３０日(火)  

常 任 理 事 会  ５月 ８日(水) 午後１時３０分より 

所 得 税 振 替 納 付 日  ４月２３日(火)  

消 費 税 振 替 納 付 日  ４月３０日(火)  

第 ６ ０ 期 定 時 株 主 総 会  ５月３１日(金) 午後２時３０分より 

第 ７ ４ 回   定 時 総  会  ５月３１日(金) 午後３時２０分より 

 

 

            

事務局からのお知らせ 

職員会議・研修会のため、午後は休業致します。
 

月   5 日（金） 

4 月 30 日（火）

            4

4

月 19 日（金）

定時総会のため 終日休業致します。 

５月 ３１日（金） 

【生活習慣病健診のご案内】 
 

生活習慣病健診の申込用紙を会報

と一緒に配付をしております。 

健診の申込をお考えの方がおられ

ましたら、事務局までご連絡くださ

い。どうぞ宜しくお願い致します。 


